
 平成27年度当初予算　予算要求シート

・ ・ ・

【目的】

【内容】

【経過（～26年度）】 【27年度】 【今後予定（28年度～）】

【今年度要求のポイント】

関連事業：

: - 3 -

1-3
局・課名

事業費（千円）

主な要求内容 （単位：千円）
項目 26年度予算 27年度要求額 内容・積算等

期間

事業区分 ： その他一般

平成27年度要求額平成25年度決算額

事業名 短期入所事業所運営補助事業

： 健康福祉局・障害者支援課
　施策番号マスター

プラン
：

３つの挑戦

併設型短期入所施設を含む
市内短期入所施設に対し、機
能強化のための補助を継続
実施。

補助を継続実施。

平成26年度予算額

22,032 30,000 補助単価 3,000千円×10施設

スケジュール（経過及び今後展開）

要求額（千円）

34,223

12,191 4,223

※単価は重度障害者等を受け入れた合計数の定
員数に対する割合に応じて設定。

事業

概要

　短期入所施設に対し、受け入れが困難な障害児や強度行
動障害がある障害者、また医療的ケアが必要な障害者のケ
アの機能強化の補助を行うことで、施設の支援体制を確保す
る。

　平成25年度まで、単独型短期入所施設に対し、障害者に十分なケ
アが行える職員体制を確保し、利用者へのサービスの充実と併せて
円滑な施設の運営を図るため、運営補助を実施してきた。平成24年
度の報酬改定により、単独型短期入所施設の一定の増収があった
が、報酬改定のみでは利用者に対する十分な支援体制の確保に
至っていない。また、障害児や強度行動障害がある障害者、また医
療的ケアが必要な障害者については、受入れのための職員体制の
確保が必要である。そこで、平成26年度より単独型短期入所施設の
円滑な施設運営の確保に加え、短期入所施設で受入れが困難な障
害者の支援体制確保のための補助体系に改め、平成２７年度にお
いても引き続き補助を行う。

　短期入所施設に対し次の補助を実施し、受入れが困難な障
害者の支援体制を確保する。
（１）単独型短期入所事業体制加算補助、（２）障害児補助、
（３）強度行動障害者補助、（４）医療的ケア補助

34,22335,630

債務負担行為

単独型短期入所事業体制加算補助

※　施設数は単独型短期入所事業数

重度障害者等受入加算補助 加算対象受入者数×単価

　H　～H

066011整理番号

合計 34,223 34,223

みんなの審査会対象外

その他　特記事項

平成25年度までは単独型短
期入所施設5施設に補助を行
う。26年度より、機能強化の
ための補助を実施。


